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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体正面に設けられ、決済に用いる磁気カードを通過させる通過溝と、
　前記通過溝を通過する前記磁気カードから決済情報を読み取る磁気読取手段と、
　前記筐体の側壁のうち前記通過溝に前記磁気カードを挿通させるための取込口が設けら
れた第一側面と、
　前記筐体の側壁のうち前記通過溝から前記磁気カードを排出させるための排出口が設け
られた第二側面と、
　前記第一側面と前記第二側面との間における前記磁気読取手段に隣接する空間を視認可
能にする視認部と
を備え、
　前記通過溝は、前記筐体の前記第一側面及び前記第二側面と直交する一側面に隣接して
平行に延びるように配置され、
　前記磁気読取手段は、前記通過溝と前記一側面との間に配置され、
　前記視認部は、
　前記筐体正面に設けられ、
　前記通過溝と前記一側面との間で、前記磁気カードの通過方向に前記磁気読取手段と横
並びとなるように設けられ、かつ、
　前記磁気カードの通過方向において、前記磁気読取手段と前記第一側面および前記第二
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側面との間に、前記磁気読取手段の幅よりも長いスペースが空かないように形成された、
凹部であることを特徴とする決済情報読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、決済情報を読み取るための決済情報読取装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、レジシステムと呼ばれている決済システムでは、ＰＯＳシステム（販売時点
管理）が広く使われている。
【０００３】
　ＰＯＳシステムとは、一般に、購入される商品の各品目に、バーコードとして印刷また
は無線タグとして付けられた統一商品コードを読み取り、ネットワーク・サーバまたは他
の店舗プラットフォーム・ホストといった店舗コンピュータ・システムに結合され、店舗
が在庫している商品品目のリストや各品目の価格、スタイル、色等を含む、様々な種類の
商品識別情報が記憶される。
【０００４】
　また、決済システムでは、特許文献１に示すように、現金決済以外にクレジットカード
決済や、非接触ＩＣカードを使用した電子決済が広く使用されている。クレジットカード
決済では、利用限度額の超過や偽造クレジットカードなどの不正防止を照会するためにリ
アルタイムでクレジットカード会社のサーバに接続し、クレジットカード情報を照合する
処理を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５ー１７４５５８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　クレジットカード等のカード決済においては、カードを内部に取り込んで磁気の読み取
りや記録を行うカードリーダを備えたものが広く利用されているが、悪意のある第三者が
決済端末のカード挿入部分に磁気ヘッドを取り付けてカードの磁気データを不正に取得す
るスキミングが大きな問題となっている。
【０００７】
　スキミングに用いられる磁気ヘッドは、端末内に設けられた隙間などに、端末の所有者
が気付かれない状態で取り付けられることがあるため、端末の所有者が気付きにくいとい
う課題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る決済情報読取装置は、上記の問題点を鑑み、
　筐体と、
　前記筐体正面に設けられ、決済に用いる磁気カードを通過させる通過溝と、
　前記通過溝を通過する前記磁気カードから決済情報を読み取る磁気読取手段と、
　前記筐体の側壁のうち前記通過溝に前記磁気カードを挿通させるための取込口が設けら
れた第一側面と、
　前記筐体の側壁のうち前記通過溝から前記磁気カードを排出させるための排出口が設け
られた第二側面と、
　前記第一側面と前記第二側面との間における前記磁気読取手段に隣接する空間を視認可
能にする視認部と
を備え、
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　前記通過溝は、前記筐体の前記第一側面及び前記第二側面と直交する一側面に隣接して
平行に延びるように配置され、
　前記磁気読取手段は、前記通過溝と前記一側面との間に配置され、
　前記視認部は、
　前記筐体正面に設けられ、
　前記通過溝と前記一側面との間で、前記磁気カードの通過方向に前記磁気読取手段と横
並びとなるように設けられ、かつ、
　前記磁気カードの通過方向において、前記磁気読取手段と前記第一側面および前記第二
側面との間に、前記磁気読取手段の幅よりも長いスペースが空かないように形成された、
凹部であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、決済情報読取装置におけるセキュリティ性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の外観を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの外観を示す
斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの外観を示す
他の斜視図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの正面図であ
る。
【図５】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの断面図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの側面図であ
る。
【図７】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニットの背面図であ
る。
【図８】本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、発明を実施するための形態について図面を参照しながら詳述する。なお、図中、
同一の構成には同一の符号を付して重複する説明は省略する。
（第一実施形態）
【００１２】
　本発明の第一実施形態では、決済情報読取装置の一例として磁気ストライプ読み取りに
よる電子決済機能を有する決済情報読取ユニットを搭載した携帯型決済端末について例示
する。
【００１３】
　図１は、本発明の第一実施形態に係る携帯型決済端末の外観を示す斜視図である。
【００１４】
　図１において、携帯型決済端末１はその正面側にカバー３ａで覆われた操作部２を含む
電子決済を行うための決済情報入力ユニット３が取り付けられている。ここで、以下の説
明においては、図１において携帯型決済端末１の本体１ａに対し決済情報入力ユニット３
が取り付けられた側を正面側とし、それに対向する側を背面側とする。決済情報入力ユニ
ット３に隣接して、決済処理の結果に関する情報などを印刷する印刷ユニット６が設けら
れている。以下の説明においては、決済情報入力ユニット３に対して印刷ユニット６が配
置された側を上方側とし、決済情報入力ユニット３側を下方として説明する。
【００１５】
　本実施形態において電子決済とは、商品またはサービスの代価を支払う場合、現金では
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なく、電子データをやり取りすることで支払いを行うことを示す。例えば、クレジットカ
ードやデビットカード（銀行などの預金口座から即時或いは後ほど引き落として支払う）
のカード番号やそれに付随する各種情報を外部装置とやり取することで行われる決済が本
実施例の電子決済に含まれる。
【００１６】
　決済情報入力ユニット３が決済情報を取得し、その決済情報を携帯型決済端末１の本体
１ａ側へと送信する。決済情報入力ユニット３による決済情報の取得としては、磁気スト
ライプ読取や非接触ＩＣカードによる入力などの方法によって行われる。また、カード以
外であっても、近距離無線通信技術を用いた決済が行われてもよい。本実施形態に係る詳
細な方法については後述する。
【００１７】
　決済情報入力ユニット３によって取得された決済情報を受け取った携帯型決済端末１の
本体１ａ側に設けられた制御部によって処理される。例えば、携帯型決済端末１の本体１
ａ側に無線通信機能を設けた場合には決済情報が無線通信によりタブレットやＰＣなどの
外部機器に送受信され、電子決済が行われる。また、有線接続される場合も同様に外部装
置に接続されて決済情報の送受信が行われ、決済処理が完了する。必要に応じて印刷ユニ
ット６から決済処理に関する情報を印字するための指示を携帯型決済端末１の本体１ａ側
の制御部から送信し、印字処理が実行され、排紙口６１から排紙される。
【００１８】
　携帯型決済端末１を駆動するためのバッテリ１３が、携帯型決済端末１の本体１ａの内
部に配置されており、本体１ａ内の制御部、決済情報入力ユニット３や印刷ユニット６へ
と電力供給されている。
【００１９】
　図２（Ａ）には、携帯型決済端末１から決済情報入力ユニット３を取り外した状態の分
解斜視図を示す。図２（Ｂ）は、携帯型決済端末１から取り外した決済情報入力ユニット
３の斜視図である。本実施形態の決済情報入力ユニット３は、複数の携帯型決済端末に対
して嵌合可能なような接合構造を有しており、利用目的に応じて携帯型決済端末の本体側
の構造を異なる形態に変更したものに対しても搭載可能としている。
【００２０】
　図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、本実施形態に係る決済情報入力ユニット３の接合構
造としては、上端部に設けた嵌合爪３１と固定用ビス３２ａを取り付けるための固定用ボ
ス３２とを有している。但し、嵌合爪３１や固定用ビス３２ａは接合構造の一例に過ぎず
、簡易な構成で接合可能に構成されていれば良い。一方側は嵌合などの構造的な接触によ
って固定され、他方はビスなどの他の部材によって確実な固定を行うことによって組立作
業性及び取り付け信頼性の双方をバランス良く高めることができるため好ましい。しかし
ながら、例えば、固定用ビス３２ａの代わりに他の嵌合爪を設けることにより、爪の嵌合
だけで本体１ａと決済情報入力ユニット３との接合を行えるようにしてもよく、この場合
にはビス等の固定部材が不要となるため、組立作業性を向上することができる。
【００２１】
　携帯型決済端末１の本体１ａには決済情報入力ユニット３を取り付けるための収容部１
２が設けられており、まず決済情報入力ユニット３の嵌合爪３１を本体１ａに設けた爪受
け部１１に引掛けるようにして嵌合させ、その後固定用ボス３２側（下方側）を収容部１
２に落とし込むようにして取り付ける。
【００２２】
　その状態で固定用ボス３２に対して固定用ビス３２ａを取り付けることによって決済情
報入力ユニット３の嵌合が完了する。固定用ビス３２ａは決済情報入力ユニット３の下端
部の両脇に設けられている。
【００２３】
　決済情報入力ユニット３の背面側には、携帯型決済端末１の収容部１２に組み込まれた
際に携帯型決済端末１の壁面との間の空隙を狭めて塵などの侵入を防ぐためのリブ３３が
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設けられている。詳細は後述の図７を用いて説明する。
【００２４】
　図３は、携帯型決済端末から取り外した決済情報入力ユニット３のカバー３ａを開いた
状態を示した図である。操作部２は、携帯型決済端末１の主操作者である顧客等が操作を
行うためのものである。操作部２は、複数の操作ボタンを有し、携帯型決済端末１の本体
１ａの主操作面である正面側の端部に配置されている。
【００２５】
　また、磁気読取手段としての磁気ストライプ読取部（以下、ＭＳＲ（ｍａｇｎｅｔｉｃ
　ｓｔｒｉｐｅ　ｒｅａｄｅｒ））４は、磁気ストライプカード（以下、磁気カード）の
磁気ストライプ部から情報を読み取る。なお、このＭＳＲ４では、操作部２等を顧客側に
向けた状態（図１の上方側に販売スタッフが居る状態）で、携帯型決済端末１の本体１ａ
の下端部（具体的には顧客側の端部）に設けられた磁気読取用カード通過溝４２に沿って
、磁気カードを横引きすることにより磁気情報を読み取ることができる。この際、販売ス
タッフは、例えば、右手で携帯型決済端末１本体を支え、その状態で顧客から磁気カード
を左手で受け取り、磁気読取用カード通過溝４２に磁気カードを横引きすることができ、
磁気カード操作を含む自然な操作導線を確保することができ、端末の操作性を向上するこ
とができる。
【００２６】
　操作部２は、磁気読取用カード通過溝４２が開口する側の一方面上に設けられ、決済に
用いるカードの所有者である顧客（以下、顧客）が操作（例えば、暗証番号等の認証情報
（以下、暗証番号）の入力操作）を行うためのものである。すなわち、この操作部２は、
テンキー部２ａ、表示部５、接触型ＩＣカード挿入口２ｂ、不図示の接触型ＩＣカードリ
ーダ２ｄを備えている。主に顧客が操作する部分は、テンキー部２ａである。
【００２７】
　テンキー部２ａは、顧客が暗証番号の入力を行うために使用され、表示部５は、顧客へ
のメッセージや、テンキー部２ａでの入力に対応する伏せ文字等を表示する。
【００２８】
　接触型ＩＣカード挿入口２ｂは、接触型ＩＣカードを挿入するための挿入口である。接
触型ＩＣカードリーダ２ｄは、操作部２の内部に設けられ、接触型ＩＣカード挿入口２ｂ
に挿入される接触型ＩＣカードのＩＣ部から情報を読み取る。この際、販売スタッフは、
例えば、右手で携帯型決済端末１本体を支え、その状態で顧客から接触型ＩＣカードを左
手で受け取り、接触型ＩＣカード挿入口２ｂに接触型ＩＣカードを挿入し、そのまま携帯
型決済端末１の向きを変更することなく、顧客が暗証番号の入力を行うことができる。こ
れにより、自然な操作導線を確保することができ、販売スタッフ及び顧客による端末の操
作性を向上することができる。なお、本実施形態では、接触型ＩＣカード挿入口２ｂへの
カード挿入方向と、上記ＭＳＲ４へのカード横引き方向とが同一方向となるようにし、操
作の統一性を確保している。
【００２９】
　以上説明したように、接触型ＩＣカードリーダ２ｄは、操作部２、ＭＳＲ４および表示
部５とで１つの一体ユニットである決済情報入力ユニット３を構成する。また、非接触型
ＩＣカードリーダを設けてもよく、その場合、読み取りのためのアンテナを操作部の背面
に貼りつけることなどによって設ければよい。
【００３０】
　操作部２の内部には制御部が設けられ、決済情報入力ユニット３全体を統括制御すると
ともに、携帯型決済端末１の本体１ａ側と通信を行う。また、制御部は、テンキー部２ａ
で入力された暗証番号と、接触型ＩＣカードリーダ２ｄで読み取られたデータとを比較し
、比較結果を携帯型決済端末１本体に通知する。
【００３１】
　図４および図５には、本発明の一実施形態に係る携帯型決済端末の決済情報入力ユニッ
ト３のカバー３ａが開かれた状態の正面図および正面断面図を示している。
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【００３２】
　決済情報入力ユニット３の正面下方側には、ＭＳＲ４が配置されているが、その内部構
造について、図５（Ａ）におけるＢ－Ｂ断面を図５（Ｂ）に示している。
【００３３】
　図４に示すように、ＭＳＲ４のカード通過溝４２が決済情報入力ユニット３の下方側に
設けられており、その一端側である決済情報入力ユニット３の側壁に磁気カードを筐体内
に取り込むための取込口４２ａが設けられ、その他端側である決済情報入力ユニット３の
側壁に磁気カードを筐体内から排出するための排出口４２ｂが設けられている。
【００３４】
　図５（Ｂ）で示すように、ＭＳＲ４のカード通過溝４２を挟むようにして、磁気ヘッド
４３が配置されている。決済情報入力ユニット３としては、操作しやすい操作部２の幅（
上下方向と直交する紙面左右の方向）寸法にすることや、上述したように複数の機器へ対
応可能な大きさの実現をすべく、ある程度の幅寸法となっている。それに対し、磁気ヘッ
ド４としてはある程度の幅しか占めておらず、決済情報入力ユニット３の幅に対して余裕
がある。
【００３５】
　設計スペースの都合を考慮すれば余裕がある方が好ましいが、本実施形態のような決済
処理を行う決済処理端末においては後述のセキュリティ対策を施すことが好ましい。
【００３６】
　具体的には、スキミングと呼ばれる方法が広く問題となっており、スキミング用の磁気
ヘッド（スキミング用磁気ヘッド）をカード通過溝４２の近傍に配置し、決済情報入力ユ
ニット３が決済処理のための情報の授受を磁気カードと行うのと同時に、スキミング用磁
気ヘッドによって磁気カードの情報を受信することで、個人情報が抜き取られてしまう虞
がある。
【００３７】
　本実施形態においては、磁気ヘッド４３と横並びとなるように視認部４１の一例として
の凹構造を設けている。図５（Ｂ）においては、磁気ヘッド４３の左右に一対の凹構造４
１ａ、４１ｂを設けている。
【００３８】
　凹構造４１ａ、４１ｂとしては、操作部２の操作面が決済情報入力ユニット３内部で磁
気カードが通過する領域まで貫通していれば良く、一例としては、磁気カードにおける磁
気情報が書き込まれた領域まで貫通していればよい。凹構造４１の背面側は決済情報入力
ユニット３の背面側まで貫通している貫通孔であってもよいし、凹構造４１の背面位置で
背面側を埋めることによって凹んだように形成されていてもよい。
【００３９】
　凹構造４１ａ、４１ｂを設けることによって、決済情報入力ユニット３の端部における
剛性を高めることができる。
【００４０】
　また、視認部４１としての凹構造４１ａ、４１ｂは、筐体側壁のいずれに設けられてい
てもよく、例えば、図６の決済情報入力ユニット３の側面図において領域Ａの辺りに設け
ても良い。その場合、磁気ヘッド４３を挟んだ反対側の側壁にも同様の視認部４１を設け
ることが望ましい。
【００４１】
　さらに、筐体側壁に設けた視認部４１から、通常であれば磁気ヘッド４３もしくは磁気
ヘッド４３が取り付けられるモジュールの一部が視認できるため、視認部４１に対向する
位置（外部から視認部４１を覗いたときに見える位置）に位置する部材については、白色
や赤色などの外部から認識し易い色を用いることが好ましい。認識し易い色を用いる一形
態としては、照明部による照明も含まれ、部材の色の設定と併せて用いてもよい。
【００４２】
　尚、視認部４１としては、内部空間が存在し得るようにされた中空の樹脂筐体に設けら
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れた窓部でも良い。この場合、窓部の背面側に透明の部材を貼り付けることで、視認性と
筐体内部への埃等の侵入防止の両立を図ることができる。
【００４３】
　視認部４１を、カード通過溝４２に沿う位置のいずれか、特に磁気ヘッド４３に隣接す
る空間を視認可能に設けることによって、スキミング用磁気ヘッドが配置され得る空間を
筐体外部から視認可能にすることができる。
【００４４】
　このように、視認部４１を設けることによって、悪意のある者がスキミングを行うため
にスキミング用磁気ヘッドを外部から視認不可能な位置に配置するできなくなるため、使
用者は特に意識せずとも通常使用するだけで、スキミングされる虞を抱かずに使用するこ
とができる。
【００４５】
　スキミング用磁気ヘッドを埋め込もうとして何らかの加工をした場合でも、視認部４１
が通常使用の際に目に入るように決済情報入力ユニット３の正面側に設けられているため
、使用者が通常使用の中で察知することができる。特に、凹構造４１ａ（４１ｂ）を決済
情報入力ユニット３の背面側まで貫通する貫通孔として設けた場合には、通常使用時は反
対側が見えることになるが、スキミング用磁気ヘッド等が設けられた際に凹構造４１ａ（
４１ｂ）内部に何かが設けられていることが通常使用時と比較することにより把握しやす
い。
【００４６】
　視認部４１を設ける位置としては、磁気ヘッド４３を磁気カードのカード通過溝４２近
傍に配置したあとに、スキミング用磁気ヘッドを配置するスペースが生じないように、ス
キミング用磁気ヘッドの大きさよりも長い隙間が存在しないように配置することが好まし
く、例えば図５（Ｂ）に示すように、磁気ヘッド４３を固定するための支持部４４と固定
用ボス３２との間に、磁気ヘッド４３のカード通過溝４２に沿う方向の幅よりも長いスペ
ースが空かないように、視認部４１（凹構造４１ａ、４１ｂ）を設けている。
【００４７】
　それは視認部を設ける基準として、決済情報入力ユニット３の幅方向において、少なく
ともカード通過溝４２が設けられた範囲については、スキミング用磁気ヘッドの幅（一例
として、磁気ヘッド４３と同等の幅とすることができる）よりも長い部分が現れないよう
にすることが好ましい。
【００４８】
　なお、視認部４１は左右両側に設けることが好ましいが、片側のみに設けてもよい。特
に、磁気ヘッド４３を左右のいずれかに寄せて配置した場合には効果的である。
【００４９】
　また、上述したように決済情報入力ユニット３の剛性も併せて考慮して視認部４１を配
置してもよい。例えば、磁気ヘッド４３と筐体側壁の外側面との間に凹構造４１ａ、４１
ｂを左右それぞれに複数ずつ設けてもよく、そうすることにより、スキミング用磁気ヘッ
ドの配置を困難にするとともに、より決済情報入力ユニット３の強度を向上することがで
きる。
【００５０】
　また、例えば、決済情報入力ユニット３内部に配置されたインジケータ４５をＬＥＤ等
の照明で構成し、その光を視認部４１まで引き回して、視認部４１の内部に照射されるよ
うな導光部４６を設けても良い。その場合、例えば通常使用時には凹構造４１ａ（４１ｂ
）内部に赤色の光が到達して赤く見える状態としておき、スキミング用磁気ヘッドが配置
された場合に遮られて無色（正確には凹構造４１ａ内の筐体の色もしくは外光が到達しに
くいため黒色）に見えるようにしておくことで、通常使用の際に使用者が何らかの違和感
を抱き、スキミング用磁気ヘッドが配置されたことを察知することが出来る。
【００５１】
　ＬＥＤ等の照明として、インジケータ４５とは別の不図示の照明部４７（例えば、磁気
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カードの読取が正しく行えたことを示すＬＥＤ照明など）を凹構造４１ａ（４１ｂ）の直
下もしくは近傍に設け、凹構造４１ａ（４１ｂ）内を照射するように構成してもよい。
【００５２】
　導光部４６、照明部４７のいずれの形態においても、決済情報入力ユニット３の動作中
は常に点灯させておくことによって、通常使用する使用者から認識させやすくすることが
できる。
【００５３】
　また、凹構造４１ａ（４１ｂ）としては、内部が視認できる構造であればよいため、凹
構造４１ａ（４１ｂ）を、ストラップ等を取り付けるための取付部として構成してもよい
。
【００５４】
　また、上述した視認部４１の位置に、占有部材を設けてもよい。具体的には、他の構造
物を磁気ヘッド４３に隣接して配置してもよいし、磁気ヘッド４３のモジュールとして決
済情報入力ユニット３の筐体の幅に近いサイズとするために、磁気ヘッド４３のモジュー
ルの幅に決済情報入力ユニット３の筐体の幅を近づけてもよい。この場合、磁気ヘッド４
３のモジュールを構成する部材が占有部材として機能する。
【００５５】
　いずれの場合でも磁気ヘッド４３と決済情報入力ユニット３の筐体との間に占有部材を
配置することによって、スキミング用磁気ヘッドを配置するスペースを占有することによ
って、スキミング用磁気ヘッドが配置されることを防ぐことが出来る。特に、他の占有部
材を他の構造物を配置することによって設ける場合には、占有部材を取り外されることが
ないように、決済情報入力ユニット３の筐体の一部で構成したり、決済情報入力ユニット
３の制御部等が配置される回路基板と一体に構成したりすることが好ましい。
【００５６】
　また、決済情報入力ユニット３を携帯型決済端末１の外装に固定する固定用ビス３２ａ
もしくは決済情報入力ユニット３の筐体を正面側と背面側の２部品で構成してそれらを嵌
合させるための固定用ビス３２ｂが挿通する固定用ボス３２を占有部材として設けてもよ
い。この場合、通常は筐体の隅に設ける固定用ボス３２をやや内側に配置することになる
ため、磁気ヘッド４３と固定用ボス３２とスキミング用磁気ヘッドとのサイズを考慮した
上で、固定用ボス３２が磁気ヘッド４３との間および筐体の側壁との間にスキミング用磁
気ヘッドが配置される隙間を生じない位置に配置されることが好ましい。スキミング用磁
気ヘッドの大きさの一例としては、磁気ヘッド４３の大きさと同等であると考えればよい
。
【００５７】
　尚、本実施形態の凹構造４１ａ、４１ｂについては、ＭＳＲ４の近傍を視認可能にする
視認４１であるとともに、凹構造４１ａ、４１ｂの周壁を形成する部分によってＭＳＲ４
の近傍を占有しており、スキミング用磁気ヘッドの配置を妨げている。すなわち、視認部
であるとともに占有部材として機能しており、より効果的にスキミングを防止することが
出来る。
【００５８】
　この場合、筐体の正面側に形成された凹構造４１ａ（４１ｂ）が、少なくともＭＳＲ４
が配置される位置まで背面側に突出して設けられていれば良い。
【００５９】
　図６は、本実施形態に係る決済情報入力ユニット３の側面図である。図６に示すように
、決済情報入力ユニット３のカバー３ａは、筐体に対して直角に開放可能となっている。
こうすることによって、操作部２に対して顧客が暗証番号等を入力する際に、決済情報入
力ユニット３の上方に居る販売スタッフ等に対して手元を隠すことができ、顧客のセキュ
リティを守ることができる。
【００６０】
　図７は、本実施形態に係る決済情報入力ユニット３の背面図である。
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【００６１】
　決済情報入力ユニット３の背面における上辺を除く３辺に沿うようにリブ３３が設けら
れている。なお、リブ３３は決済情報入力ユニット３の下端部の両側部においては、決済
情報入力ユニット３を携帯型決済端末１の本体１ａに固定するための固定用ボス３２に対
応するビス穴３２ａを避けるようにして設けられている。図７において、左右から上方に
向かって延びるリブは、決済情報入力ユニット３の上面に到達し、上面の前面側に延び、
嵌合爪３１まで連続して設けられている。このリブ３３によって、決済情報入力ユニット
３を携帯型決済端末１に搭載した状態における防塵構造となっている。
【００６２】
　また、決済情報入力ユニット３の背面には、導電部３４が複数設けられている。上述し
たように、決済情報入力ユニット３を携帯型決済端末１の本体１ａに取り付ける際に、嵌
合爪３１を引っ掛けた後決済情報入力ユニット３の下端側を本体１ａ側に近づける際に、
本体１ａの収容部１２内に配置された基板側の金属部材１３に接触し、決済情報入力ユニ
ット３と携帯型決済端末１との導通を取ることが出来る。
【００６３】
　金属部材１３は、決済情報入力ユニット３との導通を確実に複数の点で取るために、決
済情報入力ユニット３の取り付けに伴って弾性変形するようになっていることが好ましい
。また、決済情報入力ユニット３の取り付けの際に、回動中心に近い側の方が、加わる押
圧力が大きくなるため、決済情報入力ユニット３の筐体の下端側には２つの導電部３４を
下端側の壁面に平行に並ぶように設けており、嵌合爪３１に近い側においては、嵌合爪３
１からの距離が異なるように複数の導電部３４を設けることで、各導電部３４に加わる荷
重を均一化することができる。
【００６４】
　また、決済情報入力ユニット３と携帯型決済端末１との間で情報の送受信を行うための
信号ラインを接続するためのコネクタ３５が設けられている。信号ラインとしては、例え
ばＦＰＣ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ）などのプリント基板
でも良いし、決済情報入力ユニット３の取り付けに伴ってコネクタ同士が接続されるよう
になっているものであっても良い。
【００６５】
　その場合、決済情報入力ユニット３を取り付けるだけで信号ラインの接続も行えるため
、組立作業性を向上できる。この場合、回転に連動してコネクタ同士を接続する必要があ
るため、回転中心となる嵌合爪３１側にコネクタを設ければ接続の確実性を向上すること
ができる一方、使用するコネクタの種類がある程度高さを有するものである場合には、回
転中心となる嵌合爪３１から離れた位置すなわち決済情報入力ユニット３の下端側にコネ
クタを設けることで、回転によってコネクタ同士が接続される構造としたとしても、一方
のコネクタに対して略垂直に他方のコネクタを近接させていくことができ、コネクタに対
する負荷を低減するとともに、取り付けの確実性を向上できる。
【００６６】
　また、信号ラインは、導通部３４の一部の代わりに設けてもよい。具体的には、例えば
、嵌合爪３１に最も近い部分に配置される導電部３４の代わりに信号ライン用の電気接点
を設け、これにより決済情報入力ユニット３と携帯型決済端末１側との信号の送受信を行
ってもよい。この場合、確実に電気接点を取るために、回転中心となる嵌合爪３１側に電
気接点を設けることが好ましい。
【００６７】
　また、決済情報入力ユニット３の上端部には、嵌合爪３１を挟むようにして複数の嵌合
突起３６が設けられている。上記実施形態にて詳述した携帯型決済端末１とは異なる他の
携帯型決済端末に取り付ける場合に、嵌合爪３１に代えて嵌合突起３６を用いて固定する
ことができるようになっている。必要に応じて嵌合突起３６を貫通するようなビスによっ
てビス固定できるように、嵌合突起３６にはビス穴３６ａも設けられている。
【００６８】
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　また、決済情報入力ユニット３は、その背面側に仕切り部材３７を有している。仕切り
部材３７によって携帯型決済端末１の本体１ａの収容部１２に設けられた基板等との間の
電気的な絶縁を取ることができる。
【００６９】
　本実施形態においては、仕切り部材３７は決済情報入力ユニット３の背面側にビス固定
されており、仕切り部材３７によって決済情報入力ユニット３の内部空間を略密閉してい
る。
【００７０】
　それにより決済情報入力ユニット３単体としての絶縁性を確保することができ、導通部
以外において携帯型決済端末１側と不意に導通することを確実に防いでいる。
【００７１】
　図８は、決済情報入力ユニット３を携帯型決済端末１の本体１ａに搭載した携帯型決済
端末１の断面図である。
【００７２】
　図８に示す通り、決済情報入力ユニット３の背面側にはバッテリ１３が配置されており
、バッテリカバー１３ａによって本体１ａに収容されている。
【００７３】
　バッテリカバー１３ａの上方側には印刷ユニット４が配置されており、印刷ユニット４
側に設けられたバッテリ端子近傍に配置された不図示の電源基板とも隣接している。印刷
ユニット６が電源基板と隣接して配置されていることによって、印刷ユニット６を駆動す
るのに必要な高電圧を本体１ａ内で引き回す必要がない。また、決済情報入力ユニット３
は、バッテリ１３および印刷ユニット６の一部の両方に跨るようにして配置されているが
、仕切り部材３７によって効果的に両者との絶縁を行っている。
【００７４】
　また、仕切り部材３７は、決済情報入力ユニット３において磁気カードの取込口４２ａ
が設けられる一側面と磁気カードの排出口４２ｂが設けられる他側面との間に設けられて
いる。このように、仕切り部材３７が一側面と他側面との間に介在することで、決済情報
入力ユニット３を把持する際に幅方向にかかる荷重に対して仕切り部材３７が抗力を及ぼ
すことができ、決済情報入力ユニット３の強度を向上することができる。この点では、決
済情報入力ユニット３を携帯型決済端末に組み込んだ際にも同様に効果を発揮する。
【００７５】
　決済情報入力ユニット３のＭＳＲ４の上端部付近の仕切り部材３７に段部３７ａを設け
、バッテリ１３からの電力を供給するためのコネクタ３５をその段部３７ａの段差におけ
る正面側に来るように配置している。さらにコネクタ３５が配置される位置に対応する仕
切り部材３７には開口を設けており、コネクタ３５から引き出されたＦＰＣが本体１ａ側
（バッテリ１３側）に引き出される。
【００７６】
　この構成により、コネクタ３５がＭＳＲ４に対向する位置にある仕切り部材３７よりも
背面側に突出することを防ぎ、決済情報入力ユニット３の本体１ａへの実装を容易にして
いる。
【００７７】
　嵌合爪３１を受ける爪受け部１１は、印刷ユニット６の排紙口６１を構成する樹脂と一
体に形成されている。
【００７８】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形が
可能であり、それらを本発明の範囲から除外するものではない。
【００７９】
　特に、上記実施形態においては特にスキミング防止の観点で説明を行ったが、本発明は
これに限定されるものではなく、その他の特徴についてもそれぞれに効果を発揮すること
ができるものである。
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【００８０】
　例えば、決済情報入力ユニット３を複数の携帯型決済端末に搭載可能なように、筐体の
上方に嵌合爪３１を設け、筐体の下方に固定用ボス３２を設けていることなどである。こ
うすることで、簡易な構成で決済情報入力ユニット３を携帯型決済端末の本体を形成する
部材（上記実施形態における本体１ａ）に取り付けることが可能になる。
【００８１】
　本発明の一態様としては、上述したように、クレジットカード等の磁気カードを使って
決済処理を受け付ける装置において、磁気カードから磁気情報を読み取るための磁気ヘッ
ドの周囲の少なくとも一部を外部から視認できるように、又は磁気ヘッドの周囲における
デットスペースを極力無くし、スキミング目的の磁気ヘッド等の実装を防ぐ構造を採用し
た点に特徴がある。
【００８２】
 　また、本発明の他の態様としては、上述したスキミング対策の構造に限定されず、例
えば、スキミング対策の構造を持たない決済情報読取装置についても広く対象とするもの
である。具体的には、磁気カードを使って決済処理を受け付ける装置を、例えば、外観の
デザインだけでなくレシート等のプリンタや電子マネー読取部、発券機能などの専用端末
、これらの機能を適宜組み合わせて多機能化した複合端末の本体に対し、共通の決済機能
を持たせて携帯型決済端末とするための共有ユニット（共通モジュール）として位置付け
、異なる形態の端末本体に適合し易い構造を備えるようにした点にも特徴がある。
【００８３】
　　ここで、決済情報読取装置は、磁気カードを横引きするスリットやＩＣカードを挿入
する挿入部が設けられるため、携帯型決済端末本体に実装された状態においては、ユーザ
の操作性を確保することが望ましく、特に、磁気カードを横引きするスリットは、携帯型
決済端末の端部に配置されることが好ましい。
【００８４】
　ＩＣカードの挿入部としては、携帯型決済端末を片手で把持した状態でもう一方の手で
挿脱可能にすべく、本体側面に配置されるのが好ましい。
【００８５】
　そのため、決済情報読取装置の一端部（下方側の端部）を磁気カードの横引きスリット
を構成する壁部で構成し、決済情報入力装置の一方側の側面にＩＣカードの挿入部を設け
ておけば、このような決済情報読取装置を端末本体へ実装するだけで、携帯型決済端末の
一端部側に磁気カードの横引き用のスリットを配置でき、その携帯型決済端末の一端部側
の側部にＩＣカードの挿入部を配置することが可能となる。
【００８６】
　また、このような決済情報読取装置のうちキー操作部が設けられた一方面とは反対側の
裏面においては、決済情報入力装置の両側壁の内方に内カバーを兼ねた仕切り板を嵌め込
んでおくことにより、端末本体へ組み込んだ状態では、両側壁がユーザのグリップ部に相
当し、決済情報読取装置の剛性を高めることができる。
【００８７】
　（付記）
　筐体と、
　前記筐体に設けられ、決済情報を読み取るための決済情報読取部と、
　前記決済情報読取部が読み取った前記決済情報を外部機器に出力するための出力部と、
　前記筐体の一端部に設けられた嵌合爪と、
　前記筐体の他端部に設けられた係合部と
を備えることを特徴とする決済情報読取装置。
【符号の説明】
【００８８】
１　携帯型決済端末
１ａ　本体
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１１　爪受け部
２　操作部
２ａ　テンキー部
２ｂ　接触型ＩＣカード挿入口
２ｄ　接触型ＩＣカードリーダ
３　決済処理ユニット
３ａ　カバー
３１　嵌合爪
３２　固定用ボス
３２ａ　固定用ビス
３２ｂ　固定用ビス
４１ａ　凹構造
４１ｂ　凹構造
５　表示部
６　印刷ユニット
６１　排紙口
 
 

【図１】 【図２】
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